
静岡市（企業派遣型）地域活性化起業人 募集要領 

 

静岡市では、業務改善・業務改革を推進するため、総務省の「地域活性化起業人」制度を活用し、業

務効率化に従事いただける企業人材を募集します。 

 

１ 事業概要  本市と三大都市圏内の企業との間で社員の派遣と市の指定する業務への従事に関

する協定を締結したうえ、当該企業の社員を派遣していただきます。派遣された社員

は、本市において、そのノウハウや知見を活かし、次の業務に従事していただきます。 

 

２ 募集内容  別紙１のとおり 

 

３ 募集人数  １名 

 

４ 業務期間  協定により定めた日から令和８年３月 31 日まで 

※派遣開始日は、令和７年７月１日からが望ましい ※最低６か月以上  

※最長３年間まで延長可 ※協定締結日は協議のうえ決定します。 

 

５ 受入年度  令和７年７月以降 

          ※受入れの開始月日は、協議のうえ決定します。 

 

６ 費用負担  社員の派遣・従事等に要する費用として、市が企業に対し年額 800 万円を限度とし

て負担します。 

※派遣の開始が年度途中の場合は、月割りにより計算することとします。 

（千円未満切り捨て） 

 

７ 協定書案  別紙２のとおり 

 

８ 申込手続  下記の LoGo フォームからお申込みください。 

          LoGo フォーム 

 

９ そ の 他  地域活性化起業人の要件等の詳細は、地域活性化起業人制度推進要綱の定めるとこ

ろによります。 

 

10 問  合  静岡市 DX 推進課 業務改善推進係 担当：森山・助宗・石川 

電話 ０５４－２２１－１２６１ 

E-mail ict@city.shizuoka.lg.jp 

https://logoform.jp/form/79j2/1019093

